
第

五

百

五

十

八

号

令

和

七

年

一

月

二

十

四

日

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん

だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
十
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

(
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

多
治
見
市
市
之
倉
町
十
丁
目

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
岐
阜
県
公
衆
浴
場
又
は
旅
館
業
に
供
す
る
施
設
に
お
け
る
浴
槽
水
等

の
使
用
水
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正

(

生
活
衛
生
課)

二
五
ペ
ー
ジ

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

二
五

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

二
六

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

二
六

○
土
岐
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

都
市
整
備
課)

二
六

公

示

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(
建
築
指
導
課)

二
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
十
三
号

岐
阜
県
公
衆
浴
場
又
は
旅
館
業
に
供
す
る
施
設
に
お
け
る
浴
槽
水
等
の
使
用
水
に
関
す
る
基
準(

平

成
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
第
一
一
三�
中｢大

腸
菌
群
(グ
ラ
ム
陰
性
の
無
芽
胞
性
の
か
ん
菌
で
あ
っ
て
､
乳
糖
を
分
解
し

て
､
酸
と
ガ
ス
を
形
成
す
る
全
て
の
好
気
性
又
は
通
性
嫌
気
性
の
菌
を
い
う
｡)
｣

を｢大
腸
菌
｣

に

改
め
、
同
表
第
一
二
二�
中｢大

腸
菌
群
の
｣

を｢大
腸
菌
の
｣

に
、｢大

腸
菌
群
数
｣

を｢大
腸
菌
数
｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
三
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日



山
田
７

山
田
６

山
田
５

区

域

の

名

称

市

之

倉

10
丁
目
２

三
七
八
番
三

一
号

三
七
八
番
二

二
号
か
ら
四
号
ま
で

三
七
九
番
一

五
号
及
び
六
号

三
八
〇
番
一

七
号

三
七
九
番
二

八
号
及
び
九
号

三
七
八
番
三

十
号
及
び
十
一
号

関
市
山
田

関
市
山
田

関
市
山
田

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

山
田
７

山
田
６

山
田
５

区

域

の

名

称

関
市
山
田

関
市
山
田

関
市
山
田

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事

務
所
及
び
多
治
見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務

所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務

所
及
び
関
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
十
七
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
岐
都
市
計

画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

土
岐
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

令
和
四
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

土
岐
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
六
・
二
十
二
号

浅
野
陶
元
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

令
和
四
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
肥
田
浅
野
梅
ノ
木
町

一
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し
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公

示

岐
阜
県
指
令
中
建
築
第
五
六
号

の
三

令
和

六
・

三
・
一
五

岐
阜
県
指
令
中
建
築
第
七

六
号

令
和

六
・
一
一
・
二
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
八

六
号
の
六

令
和

六
・

五
・
二
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
八
号
の
一
五

令
和

六
・
一
一
・
二
五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
四
八
号
の
一
八

令
和

六
・
一
二
・

九

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
三

八
号
の
七

令
和

六
・

九
・
一
七

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上
字
市
場
一
三
六
〇
番
一
、
一
三
六
〇
番
二
の

一
部
、
一
三
六
一
番
一
、
一
三
六
一
番
七
及
び
一
三
六
七
番
一
の
一

部 海
津
市
南
濃
町
吉
田
字
一
切
四
七
八
番
一
外
一
四
筆

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
一
丁
目
八
一
番
及
び
八
二
番

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

岐
阜
県
関
市
若
草
通
一
丁
目
一
番
地

め
ぐ
み
の
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

山

内

清

久

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
白
金
三
丁
目
一
六
番
六
号

孟
鋼
鉄
株
式
会
社

代
表
取
締
役

伊

藤

友

一

岐
阜
県
各
務
原
市
大
野
町
六
丁
目
六
二
番
地
一

株
式
会
社
ラ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

上

野

厚

司

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


